
次
の
各
号
に
掲
げ
る
登
録
事
項
等
証
明
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額

一

自
動
車
一
両
ご
と
に
作
成
す
る
登
録
事
項
等
証
明
書

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
登
録
事
項
等
証
明
書
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
金
額

イ

自
動
車
登
録
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
六
号
）第
六
条
第
一
項
の
現
在
記
録
フ
ァ
イ
ル（
ロ

に
お
い
て
「
現
在
記
録
フ
ァ
イ
ル
」
と
い
う
。）に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
み
に
係
る
も
の

一
件
に
つ

き
四
百
円

ロ

現
在
記
録
フ
ァ
イ
ル
及
び
自
動
車
登
録
令
第
六
条
第
一
項
の
保
存
記
録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る

事
項
に
係
る
も
の

一
件
に
つ
き
千
二
百
円
（
当
該
保
存
記
録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
に
係

る
も
の
の
枚
数
が
一
枚
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
千
二
百
円
に
そ
の
超
え
る
枚
数
一
枚
ご
と
に
四
百

円
を
加
算
し
た
額
）

二

二
両
以
上
の
自
動
車
に
つ
い
て
一
括
し
て
作
成
す
る
登
録
事
項
等
証
明
書

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
金
額

イ

三
十
両
以
下
の
自
動
車
に
つ
い
て
一
括
し
て
作
成
す
る
場
合

一
件
に
つ
き
五
百
円

ロ

三
十
両
を
超
え
る
自
動
車
に
つ
い
て
一
括
し
て
作
成
す
る
場
合

一
件
に
つ
き
五
百
円
に
そ
の
超
え
る

自
動
車
三
十
両
ま
で
ご
と
に
五
百
円
を
加
算
し
た
額

第
一
条
の
表
九
の
項
下
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額

一

請
求
に
係
る
登
録
情
報
が
自
動
車
一
両
ご
と
に
作
成
す
る
登
録
事
項
等
証
明
書
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

一
件
に
つ
き
三
百
円

二

請
求
に
係
る
登
録
情
報
が
二
両
以
上
の
自
動
車
に
つ
い
て
一
括
し
て
作
成
す
る
登
録
事
項
等
証
明
書
に
係

る
も
の
で
あ
る
場
合

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
金
額

イ

請
求
に
係
る
登
録
情
報
が
三
十
両
（
自
動
車
登
録
番
号
又
は
車
台
番
号
並
び
に
自
動
車
の
所
有
者
及
び

使
用
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
（
ロ
に
お
い
て
「
自
動
車
登
録
番
号
等
」
と
い
う
。）を
含
ま
な
い
も

の
に
あ
っ
て
は
、
六
十
両
）
以
下
の
自
動
車
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

一
件
に
つ
き
三
百
円

ロ

請
求
に
係
る
登
録
情
報
が
三
十
両
（
自
動
車
登
録
番
号
等
を
含
ま
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
六
十
両
）

を
超
え
る
自
動
車
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

一
件
に
つ
き
三
百
円
に
そ
の
超
え
る
自
動
車
三
十
両
（
自

動
車
登
録
番
号
等
を
含
ま
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
自
動
車
六
十
両
）
ま
で
ご
と
に
三
百
円

を
加
算
し
た
額

第
一
条
の
表
十
一
の
項
下
欄
中
「
三
百
五
十
円
」
を
「
四
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
十
二
の
項
下
欄
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

次
の
各
号
に
掲
げ
る
証
明
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額

一

自
動
車
一
両
ご
と
に
作
成
す
る
証
明
書

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
証
明
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又

は
ロ
に
定
め
る
金
額

イ

道
路
運
送
車
両
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
四
号
）
第
八
条
第
四
項
又
は
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
自
動
車
登
録
令
第
六
条
第
一
項
の
現
在
記
録
フ
ァ
イ
ル（
ロ
に
お
い
て「
現
在
記
録
フ
ァ

イ
ル
」
と
い
う
。）に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
み
に
係
る
も
の

一
件
に
つ
き
四
百
円

ロ

現
在
記
録
フ
ァ
イ
ル
及
び
道
路
運
送
車
両
法
施
行
令
第
八
条
第
四
項
又
は
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

自
動
車
登
録
令
第
六
条
第
一
項
の
保
存
記
録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
に
係
る
も
の

一
件
に

つ
き
千
二
百
円
（
当
該
保
存
記
録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
に
係
る
も
の
の
枚
数
が
一
枚
を
超

え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
千
二
百
円
に
そ
の
超
え
る
枚
数
一
枚
ご
と
に
四
百
円
を
加
算
し
た
額
）

二

二
両
以
上
の
自
動
車
に
つ
い
て
一
括
し
て
作
成
す
る
証
明
書

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
金
額

イ

三
十
両
以
下
の
自
動
車
に
つ
い
て
一
括
し
て
作
成
す
る
場
合

一
件
に
つ
き
五
百
円

ロ

三
十
両
を
超
え
る
自
動
車
に
つ
い
て
一
括
し
て
作
成
す
る
場
合

一
件
に
つ
き
五
百
円
に
そ
の
超
え
る

自
動
車
三
十
両
ま
で
ご
と
に
五
百
円
を
加
算
し
た
額

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
一
条
の
表
十
三
の
項
下
欄
中
「
三
百
五
十
円
」
を
「
四
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
十
四
の
項
下
欄
中「
三
百
円
」

を
「
四
百
円
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
、
一
両
」
を
「
、
自
動
車
一
両
」
に
改
め
、
同
条
の
表
一
の
項
下
欄
中
「
一
両
」
を
「
自
動
車
一
両
」

に
改
め
、
同
欄
第
一
号
イ
中
「
千
四
百
円
」
を
「
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
千
五
百
円
」
を
「
二
千
円
」に
、

「
千
三
百
円
」
を
「
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
欄
第
二
号
中
「
代
え
る
場
合
を
含
む
」
の
下
に
「
。
以
下
同
じ
」
を
加

え
、「
千
三
百
円
」
を
「
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
欄
第
三
号
中「（
法
第
九
十
四
条
の
五
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
九
十
四
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代
え
る
場
合
を
含
む
。）」を
削
り
、

「
千
四
百
円
」
を
「
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
欄
第
四
号
イ
中
「
小
型
自
動
車
」
の
下
に「
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車
」

を
加
え
、「
二
千
百
円
」
を
「
二
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
を
削
り
、
同
号
ハ
中
「
二
千
二
百
円
」
を
「
二
千
五
百

円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ロ
と
し
、
同
表
二
の
項
下
欄
中
「
一
両
」
を
「
自
動
車
一
両
」
に
改
め
、
同
欄
第
一
号

中「（
法
第
九
十
四
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代
え
る
場
合
を
含
む
。）」
を
削

り
、
同
号
イ
中
「
千
二
百
円
」
を
「
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
千
四
百
円
」
を
「
千
七
百
円
」
に
、「
千
二
百

円
」
を
「
千
四
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
欄
第
二
号
中「（
法
第
九
十
四
条
の
五
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

道
路
運
送
車
両
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
八
年
三
月
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

政
令
第
二
十
八
号

道
路
運
送
車
両
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
百
二
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定

に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

道
路
運
送
車
両
法
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
表
一
の
項
下
欄
中
「
一
両
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額
」
を
「
自
動
車
一
両
に
つ
き
千
三
百
円
（
電
子
申
請

（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
申
請
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
よ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
）」に
改
め
、同
欄
第
一
号
中「
九

百
円
（
電
子
申
請
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
申
請
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五
百
円
）」を
「
七
百
円
」
に
改
め
、
同
欄
第
二
号
中
「
七
百
円
」
を
「
七
百
五
十
円
」
に

改
め
、
同
表
二
の
項
下
欄
中
「
一
両
」
を
「
自
動
車
一
両
」
に
、「
三
百
五
十
円
」
を
「
五
百
円
（
電
子
申
請
（
輸
出
抹

消
仮
登
録
に
係
る
も
の
を
除
く
。）に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
百
五
十
円
）」に
改
め
、
同
表
三
の
項
下
欄
中「
一
両
」

を
「
自
動
車
一
両
」
に
、「
五
百
円
」
を
「
七
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
百
円
）」に
改
め
、
同
表

四
の
項
下
欄
及
び
五
の
項
下
欄
中
「
一
両
」
を
「
自
動
車
一
両
」
に
、「
三
百
五
十
円
」
を
「
五
百
円
」
に
改
め
、
同
表

六
の
項
下
欄
中
「
一
両
」
を
「
自
動
車
一
両
」
に
改
め
、
同
表
八
の
項
下
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。





令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
九
十
四
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代
え
る
場
合
を
含
む
。）」
を
削
り
、「
千
二

百
円
」
を
「
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
欄
第
三
号
中「（
法
第
九
十
四
条
の
五
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九

十
四
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代
え
る
場
合
を
含
む
。）」
を
削
り
、「
千
四
百

円
」
を
「
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
欄
第
四
号
イ
中
「
千
八
百
円
」
を
「
二
千
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
千
九
百

円
」
を
「
二
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
下
欄
中
「
一
両
」
を
「
自
動
車
一
両
」
に
改
め
、同
欄
第
一
号
中「
小

型
自
動
車
」
の
下
に
「
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車
」
を
加
え
、「
二
千
百
円
」
を
「
二
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
欄
第
二

号
を
削
り
、
同
欄
第
三
号
中
「
二
千
二
百
円
」
を
「
二
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
二
号
と
し
、
同
表
四
の

項
下
欄
中
「
一
両
」
を
「
自
動
車
一
両
」
に
改
め
、
同
欄
第
一
号
中
「
千
三
百
円
」
を
「
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
欄

第
二
号
中
「
千
四
百
円
」
を
「
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
欄
第
三
号
イ
中
「
小
型
自
動
車
」
の
下
に
「
及
び
検
査
対
象

軽
自
動
車
」
を
加
え
、「
二
千
百
円
」
を
「
二
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
を
削
り
、
同
号
ハ
中
「
二
千
二
百
円
」
を

「
二
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ロ
と
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
一
両
に
つ
き
五
百
円
」
を
「
自
動
車
一
両
に
つ
き
六
百
円
」
に
改
め
、
同
項
の
表
一
の
項
下
欄

中
「
一
両
」
を
「
自
動
車
一
両
」
に
改
め
、
同
欄
第
一
号
中「（
法
第
九
十
四
条
の
五
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
九
十
四
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代
え
る
場
合
を
含
む
。）」
を
削
り
、

同
号
イ
中
「
九
百
円
」
を
「
千
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
千
三
百
円
」
を
「
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
欄
第
二
号

イ
中
「
二
千
百
円
」
を
「
二
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
二
千
円
」
を
「
二
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中

「
千
七
百
円
」
を
「
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
千
六
百
円
」
を
「
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
下
欄

中
「
一
両
」
を
「
自
動
車
一
両
」
に
改
め
、
同
欄
第
一
号
中「（
法
第
九
十
四
条
の
五
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
九
十
四
条
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
っ
て
提
出
に
代
え
る
場
合
を
含
む
。）」
を
削
り
、

同
号
イ
中
「
九
百
円
」
を
「
千
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
千
三
百
円
」
を
「
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
欄
第
二
号

イ
中
「
千
八
百
円
」
を
「
二
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
千
七
百
円
」
を
「
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
千

四
百
円
」
を
「
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
千
三
百
円
」
を
「
千
五
百
円
」
に
改
め
、同
表
三
の
項
下
欄
中「
一

両
」
を
「
自
動
車
一
両
」
に
改
め
、
同
欄
第
一
号
中
「
二
千
百
円
」
を
「
二
千
三
百
円
」
に
改
め
、同
欄
第
二
号
中「
二

千
円
」
を
「
二
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
欄
第
三
号
中
「
千
七
百
円
」
を
「
千
九
百
円
」
に
改
め
、同
欄
第
四
号
中「
千

六
百
円
」
を
「
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
下
欄
中
「
一
両
」
を
「
自
動
車
一
両
」
に
改
め
、
同
欄
第
一
号
イ

中
「
九
百
円
」
を
「
千
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
千
三
百
円
」
を
「
千
五
百
円
」
に
改
め
、同
欄
第
二
号
イ
中「
二

千
百
円
」
を
「
二
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
二
千
円
」
を
「
二
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
千
七
百

円
」
を
「
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
千
六
百
円
」
を
「
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
一
の
項
中

欄
中
「
八
万
円
」
を
「
十
六
万
円
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
中
欄
中
「
七
万
円
」
を
「
十
四
万
円
」
に
改
め
、
同
表
三

の
項
中
欄
中
「
五
万
円
」
を
「
八
万
円
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
中
欄
中
「
四
万
円
」
を
「
七
万
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗




